
清算参加者に対する監査に関する規則 

 

（目的） 

第１条 この規則は、株式会社日本商品清算機構（以下「当社」という。）の業

務方法書第１９条に規定に基づき、清算参加者に対する監査に関し必要な事

項を定める。 

２ 前項の監査は、清算参加者の当社の業務方法書その他諸規則の遵守の状況

及び業務又は財務の状況等を調査し実態を把握することにより当社の商品取

引債務引受業の適正かつ確実な遂行に資することを目的とする。 

 

（監査員） 

第２条 監査は、当社の職員のうちから代表取締役社長が任命した者（以下「監

査員」という。）が行う。 

 

（監査員の権限） 

第３条 監査員は、清算参加者の役員又は従業員に対し、必要があると認める

帳簿、書類その他の物件の提示若しくは閲覧、資料の提出又は事実の説明及

び当該説明の内容を記載した文書の作成を求めることができる。 

 

（監査員の義務） 

第４条 監査員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１）監査は、すべて事実に基づいて行わなければならない。 

（２）事実の認定、処理の判断及び意見の表明を行うに当たっては、常に公正

でなければならない。 

（３）職務上知り得た秘密を、正当な理由なくして他に漏らしてはならない。 

 

（清算参加者の義務） 

第５条 清算参加者の役員及び従業員は、監査員から第３条に規定する要求が

あった場合には、正当な理由なくこれを拒否することができない。 

 

（監査の実施方法） 

第６条 監査は、監査員が清算参加者の本店その他の営業所又は主たる事務所

その他の事務所（以下「店舗」という。）に臨んで行う。ただし、当社が認め

る場合にあっては、当該清算参加者が当社に提出する書類により行うものと

する。 

２ 当社は、必要に応じて、指定市場開設者、日本商品先物取引協会及び日本



商品委託者保護基金と共同して監査を行うことができる。 

 

（監査の通知） 

第７条 当社は、清算参加者の店舗に臨んで監査を行う場合は、当該清算参加

者に対し、監査期間、監査基準日及び監査内容等必要な事項を通知する。た

だし、当社が必要があると認めるときは、この限りでない。 

２ 当社は、必要があると認めるときはいつでも清算参加者に対して前項の監

査を行うことができる。 

 

（監査員証明書の提示及び監査通知書の交付） 

第８条 監査員は、前条第１項の監査を開始するにあたり、清算参加者に対し

監査員証明書を提示するとともに、監査通知書を交付する。 

 

（監査結果の報告） 

第９条 監査員は、監査が終了したときは、速やかにその結果を代表取締役社

長に書面により報告しなければならない。 

 

（監査結果の措置） 

第１０条 当社は、監査の結果、清算参加者の行為が当社業務方法書その他諸

規則に照らして問題があると認める場合には，業務方法書による処分、措置

又は勧告を行うときを除き、当該清算参加者に対しその旨を指摘し、当該指

摘内容について改善を求めるとともに、必要に応じて、改善措置を記載した

報告書等の提出を求めることができる。 

 

（監査結果の通知） 

第１１条 当社は、監査を終了した場合は、当該監査の結果を清算参加者に書

面により通知する。 

 

附 則 

この規則は、平成２３年９月２１日から実施する。 

 




